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⑨金沢市告示第314号

金沢市自転車等駐車場条例(平成3年条例第 l号)第11条第 1項(同条例第17条第3項において準用する場合を含

む。)の規定により自転車等を移動し、保管したので、金沢市自転車等駐車場条例施行規則(平成3年規則第3号)

第 7条(同規則第13条において準用する場合を含む。)の規定により次のとおり告示します。

令和 2年10月12日

金沢市長 山

1 移動し、保管した自転車等が駐車しであった駐車場又は暫定自転車等駐車場の名称

金沢市営金沢駅第 1自転車駐車場

金沢市営金沢駅第2自転車駐車場

金沢市営金沢駅第3自転車駐車場

金沢市営金沢駅原付バイク駐車場

金沢市営金沢駅東自転車駐車場

金沢市営金沢駅西広場地下自転車駐車場

金沢市営本町2丁目自転車駐車場

金沢市営西金沢駅東自転車駐車場

金沢市営西金沢駅西自転車駐車場

金沢市営東金沢駅東自転車駐車場

金沢市営東金沢駅西自転車駐車場

金沢市営森本駅西自転車駐車場

金沢市営野町駅前自転車駐車場

金沢市営みどり 1丁目バス停前自転車駐車場

金沢市営金石バス停前自転車駐車場

野 之 義
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金沢市営表参道自転車駐車場

金沢市営十問町自転車駐車場

金沢市営香林坊自転車駐車場

金沢市営片町広場自転車駐車場

金沢市営武蔵自転車駐車場

金沢市営金沢駅西暫定自転車駐車場

金沢市営竪町自転車駐車場

金沢市営此花町自転車駐車場

金沢市営竪町第2暫定自転車駐車場

2 移動し、保管した自転車等の台数

自転車 122台

原動機付自転車 2台

自動二輪車 1台

3 自転車等を移動し、保管した日

令和 2年9月1日から同月30日まで

4 移動し、保管した自転車等の返還を申し出る場所

金沢市二口町ニ24番地 5

公益社団法人金沢市シルバー人材センター

5 移動し、保管した自転車等を返還する日時及び場所

日時 令和 2年10月12日から令和 3年 1月11日まで

午前10時から午後7時まで

場所金沢市問屋町2丁目95番地

金沢市自転車等保管庫

⑨金沢市告示第315号

金沢市自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例(平成6年条例第45号)第6条第2項及び第7条第2項の規

定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第 9条第 1項の規定により次のとおり告示します。

令和 2年10月12日

l 撤去し、保管した自転車等を撤去した場所及び台数

撤去し、保管した自転車等を撤去した場所

金沢駅前自転車等放置禁止区域

西金沢駅前自転車等放置禁止区域

片町地区自転車等放置禁止区域

森本駅前自転車等放置禁止区域

問屋町 1丁目地内

大額 3丁目地内

米泉町 9丁目地内

戸水 1丁目地内

2 撤去し、保管した自転車等を撤去し、保管した日

令和 2年9月1日から同月30日まで

3 撤去し、保管した自転車等を返還する期間及び場所

(1)期間

令和 2年10月12日から令和 3年4月11日まで

(2) 場所

金沢市問屋町2丁目95番地

金沢市自転車等保管庫

2 

金沢市長 山 野 之 義

撤去し、保管した自転車等の台数

白 転 車 1台

白 転 車 1台

白 転 車 1台

白 転 車 1台

白 転 車 1台

白 転 車 1台

白 転 車 l台

自 転 車 1台
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⑨金沢市告示第316号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の 2第11項の規定により地縁による団体の告示された事項の変更の届

出があったので、同条第10項の規定により次のとおり告示します。

令和 2年10月12日

変更前

金沢市長 山

変更後

上野積一

金沢市福増町南1126番地 l

野 之 義

変更年月日

池田 一

金沢市福増町南329番地
令和 2年 1月14日

⑨金沢市告示第317号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第 1項の規定によ

り指定障害福祉サービス事業者として次のとおり指定したので、同法第51条第 1号の規定により告示します。

令和 2年10月12日

金沢市長 山 野 之 義

事業所番号 事業所の名称
事業所の

事業者の名称
事業者の主たる 障害福祉サー 主たる 指定

所在地 事務所の所在地 ビスの種類 対象者 年月日

グループホー 金沢市玉鉾2 株式会社ケア 白山市茶屋 1丁
共同生活援助 特定なし

令和 2年
1720105319 

ムめぞん玉鉾 -ハンディ丁目的番地 目15番地 l 10月 1日

⑨金沢市告示第318号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第 1項の規定により、次のとおり市道の区域を変更します。

なお、その関係図面は、金沢市土木局道路管理課において令和 2年10月12日から同月26日まで一般の縦覧に供しま

す。

令和 2年10月12日

金沢市長 山 野 之 義

道路の
路線名 区 間

新旧
幅員 (m) 延長(m)

種類 の別

一般 ) 11 北 18号 磯 音日 回T 一 29番 1先から |日 6. 0 2l. 0 一

市道 磯 部 田T 線 14号 磯 音E 回T 1¥ 37番 2先まで 新 40. 0 28.4 

一般 j主 川 60号 ム'i2.コ 沢 回T ハ 140番 2先から |日 39. 7，....__43. 1 32. 9 

市道 小豆沢・平等本町線 ム'i2.コ 沢 回T ハ 149番 先まで 新 4l. 3，....__5l. 9 32. 9 

⑨金沢市告示第319号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第 2項の規定により、次の道路の供用を開始します。

なお、その区間を表示した図面は、金沢市土木局道路管理課において令和 2年10月12日から同月26日まで一般の縦

覧に供します。

令和 2年10月12日

区

金沢市長 山

間

野 之 義

路 線名 供用開始日
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次の開発行為に関する工事が完了し、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第2項の規定により検査済証を

交付したので、同条第3項の規定により公告します。

令和 2年10月12日

義

開発区域又は工区に含まれる地域の名称、 開発許可を受けた者の住所及び氏名 公共施設の種類位置及び区域

金沢市小坂町北部番 lから83番 5まで、 金沢市局畠 3丁目124番地 道路金沢市小坂町北部番 l、85

85番 1から85番 7まで及び86番 2から86 株式会社企画工房セゾン 番 1、86番6及び86番 8並び

番 8まで並びに金沢市所管の法定外公共 代表取締役演浩三 に金沢市所管の法定外公共物

物の一部 の一部

調整池金沢市小坂町北部番4及

び金沢市所管の法定外公共

物の一部

金沢市糸田新町132番 1及び132番 3から 金沢市入江 1丁目143番地 道路金沢市糸田新町132番 4

132番 7まで 大成ホーム株式会社

代表取締役前田和人

之野山金沢市長

選 挙管理委員会告示

⑨金沢市選挙管理委員会告示第16号

平成30年 9月1日現在で調製した石川海区漁業調整委員会選挙人名簿の漁業法(昭和24年法律第267号)第89条第

5項の規定による縦覧の場所を次のとおり指定したので、同項の規定により告示します。

令和 2年10月12日

金沢市選挙管理委員会

金沢市広坂 1丁目 1番 1号

金沢市選挙管理委員会

縦覧日時は、令和 2年10月20日から同年11月3日までの問、

毎日午前8時30分から午後 5時まで

所

考

場

備

表公査匡と
.1m. 

⑨金沢市監査公表第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第 1項及び第4項の規定により、金沢市監査基準(令和 2年監査公表

第 3号)に準拠し実施した工事監査の結果を次のとおり決定したので、同条第 9項の規定により当該結果に関する報

告を公表します。

令和 2年10月12日
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金沢市監査委員

金沢市監査委員

金沢市監査委員

金沢市監査委員
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1 監査対象及び監査期間

(金額単位:円)

番号 対象課 対象工事名 契約金額 工事期間 監査期間

道路管理課 30災96号道路災害復旧工事 102，845， 180 
H31. 2. 8~ H31. 4. 8~ 

R 1. 12.20 R 2. 9.25 

令和元年度臨海(第三分区)下水道管築造 R 1. 6. 18~ R 1. 8. 8~ 
2 建 言受 課 17，476，800 

工事(1工区) R 2. 1. 31 R 2. 9.25 

令和元年度臨海(第三分区)下水道管築造 R 1. 6. 18~ R 1. 8. 8~ 
3 建 言受 課 41， 416，100 

工事(1-1工区) R 2. 1. 31 R 2. 9.25 

光が丘住宅63棟リニューアル工事(建築工 R 1. 5. 30~ R 1. 7. 16~ 
4 市 営 住宅課 160，270，000 

事) R 2. 2.25 R 2. 9.25 

R 1. 8. 22~ R 1. 10. 9~ 
5 道路 管 理課 保古橋橋梁補修工事 47，289，000 

R 2. 3.13 R 2. 9.25 

R 1.11. 1~ R 1. 1. 16~ 
6 教育総務課 緑小学校普通教室空調設備設置工事 58， 104，200 

R 2. 2.21 R 2. 9.25 

金沢市立泉中学校屋内運動場改築工事(建 H31. 3. 15~ R 1. 5. 17~ 
7 教育総務課 835， 265， 600 

築工事) R 2. 2.20 R 2. 9.25 

金沢市立泉中学校屋内運動場改築工事(機 H31. 4. 1~ R 1. 5. 17~ 
8 教育総務課 52， 994， 520 

械設備工事) R 2. 2.25 R 2. 9.25 

金沢市立泉中学校屋内運動場改築工事(電 H31. 3. 29~ R 1. 5. 17~ 
9 教育総務課 54， 230， 220 

気設備工事) R 2. 2.25 R 2. 9.25 

スポーツ R 1. 9. 18~ R 1. 1 1. 11~ 
10 金沢市営球技場人工芝整備工事 309，574，100 

振興課 R 2. 3.17 R 2. 9.25 

西部環境エネルギーセンター燃焼設備等定 R 1. 12. 24~ R 2. 2. 10~ 
11 環境政策課 156，772，000 

期修繕工事 R 2. 3.13 R 2. 9.25 

令和元年度高畠汚水中継ポンプP場耐震補強 R 1. 10. 4~ R 1. 12. 6~ 
12 建 言受 課 36， 779， 600 

工事 R 2. 3.27 R 2. 9.25 

平成30年度高畠汚水中継ポンフ。場機械設備 H31. 2. 8~ H31. 4. 8~ 
13 水処理課 77， 886， 360 

更新工事 R 2. 3.17 R 2. 9.25 

平成30年度高畠汚水中継ポンプ場電気設備 H31. 2. 13~ H31. 4. 8~ 
14 水処理課 165，889，400 

更新工事 R 2. 3.17 R 2. 9.25 

H30. 6. 20~ H30. 8. 7~ 
15 上水・発電課 末浄水場電気設備更新工事 706， 860， 000 

R 2. 3.17 R 2. 9.25 

R 1. 5. 30~ R 1. 7. 16~ 
16 教育総務課 玉川こども図書館解体工事 183， 060， 900 

R 2. 6.19 R 2. 9.25 

17 総 務 課 金沢市第二本庁舎建設工事(建築工事)
H29. 12. 18~ H30. 2. 8~ 

3， 780， 000， 000 
R 2. 3. 9 R 2. 9.25 

18 総 務 課 金沢市第二本庁舎建設工事(電気設備工事)
H29. 12. 18~ H30. 2. 8~ 

504， 370， 800 
R 2. 3. 9 R 2. 9.25 

金沢市第二本庁舎建設工事(空調設備工事)
H29. 12. 18~ H30. 2. 8~ 

19 事8 務 課 356，432，400 
R 2. 3. 9 R 2. 9.25 

金沢市第二本庁舎建設工事(給排水衛生設 H29. 12. 18~ H30. 2. 8~ 
20 i巾¥公仏、 務 課 219，574，800 

備工事) R 2. 3. 9 R 2. 9.25 

金沢市立森山町小学校校舎改築工事(建築 H30. 9. 18~ H30. 11. 12~ 
21 教育総務課 758， 160， 000 

工事その 1) R 2. 3. 4 R 2. 9.25 

金沢市立森山町小学校校舎改築工事(電気 H30. 10. 5~ H30. 12. 10~ 
22 教育総務課 87， 227， 280 

設備工事その 1) R 2. 3.27 R 2. 9.25 

-5-
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金沢市立森山町小学校校舎改築工事(空調 H30. 10. 5""" H30. 12. 10""" 
23 教育総務課 75， 664， 980 

設備工事その 1) R 2. 3. 4 R 2. 9.25 

金沢市立森山町小学校校舎改築工事(給排 H30. 10.5""" H30. 12. 10""" 
24 教育総務課 60， 545， 880 

水衛生設備工事その 1) R 2. 3.27 R 2. 9.25 

金沢駅西広場周辺歩行環境整備工事(シエ R 1. 6. 28""" R 1. 8. 8""" 
25 都市計画課 257，400，000 

ルター建設工事) R 2. 3.12 R 2. 9.25 

R 1. 8. 22""" R 1. 10. 9""" 
26 道路管理課 保古橋橋梁塗装工事 85，487，600 

R 2. 6.23 R 2. 9.25 

H30. 6.25""" H30. 8. 7""" 
27 環境政策課 次期廃棄物埋立場浸出水調整槽築造工事 572， 905， 800 

R 2. 6.19 R 2. 9.25 

2 監査を執行した監査委員

林充男、中村哲郎、高岩勝人、清水邦彦、横越徹、 中西利雄、福田太郎、安達前、黒沢和規、山本由起子

以下、信査委員の退任及び就任は次のとおりである。

-横越徹、中西利雄は平成30年6月22日に退任し、代わって同月25日に福田太郎、 安達前が就任した0

・福田太郎、安達前は令和元年5月 1日に退任し、代わって同月 15日に黒沢和規、山本由起子が就任した。

・黒沢和規、山本由起子は令和2年6月18日に退任し、代わって同月22日に高岩勝人、清水邦彦が就任した。

3 監査の方法

工事の設計図書等関係書類を審査するとともに、施工状況を実地監査した。

4 監査の結果

工事の設計・施工及び事務手続については、適正に執行されていると認められた。

⑨金沢市監査公表第14号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定により、 金沢市長から監査の結果に基づき措置を講じた

旨の通知があったので、次のとおり公表します。

令和 2年10月12日

金沢市監査委員 林

金沢市監査委員 中

金沢市監査委員 高

金沢市監査委員 清

村

岩

水

充

哲

勝

邦

男

郎

人

彦

1 行政監査

(その 1) 

(1) 措置通知があった年月日

(2) 措置を講じた部局等

(3) 監査結果の公表年月日

(4) 監査の結果及び措置の内容

令和 2年 9月 8日

保健局健康政策課

平成27年4月13日(平成27年監査公表第3号)

監査の結果(指摘事項等) 措置の内容(改善等内容)

休日歯科診療医制度補助については、現在、日曜休日 休日歯科診療医制度について検討してきたところ、昨

に診療する歯科医院もあり、事業開始当初の目的は達成 年度開催された休日急病診療あり方検討会において、歯

されたと思われるので、医院の診療体制や祝日・年末年 科医師の高齢化など課題があることから、確実な制度運

始等の特定期間のみを補助対象とするなど、補助のあり 用のため「当面は現状のとおり休日歯科診療医制度を運

方を見直されたい。 用する」との方向性が示された。

これを受けて市として引き続き補助を実施する ことと

した。

(その 2)

(1)措置通知があった年月日

(2) 措置を講じた部局等

令和 2年 9月16日

危機管理監危機管理課
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(3) 監査結果の公表年月日 令和 2年4月13日(令和 2年監査公表第6号)

(4) 監査の結果及び措置の内容

監査の結果(指摘事項等) 措置の内容(改善等内容)

防災備蓄物資について

防災備蓄物資が保管されている防災備蓄倉庫や学校備 | 令和 2年6月から 8月にかけて保管場所及び数量調査

蓄倉庫などで、保管されている防災備蓄物資の数量が管 |を実施し、管理台帳を更新した。また、今回の調査結果

理台帳と合っていないものがある。このため、備蓄倉庫 |を所管課等へ提供G'情報共有を図った。今後は、随時確

に実際に保管されている数量と管理台帳の数量について |認作業を実施し、適切に地域防災計画等に反映する。

適切に管理されたい。また、地域防災計画等において、

防災資機材等の整備数量を記載する際には、所管課へ確

認することで防災備蓄品との認識を共有し、保管先や数

量を適切に把握されたい。

学校備蓄倉庫のうち初動時活用倉庫は、学校ごとの備 | 学校ごとに備蓄品の管理台帳を整備した。

蓄品の管理台帳はなく、その他学校分として全体の数量

の台帳があるのみである。今後は学校ごとに備蓄品の管

理台帳を整備し、備蓄品の品目及び数量について適切に

管理されたい。

防災備蓄物資のうち賞味期限が設定されている食料品 | 使用期限が切れている防災備蓄物資について、処分を

は、賞味期限が切れる前に、防災訓練等の炊き出し訓練 |行った。なお、日用品セット等の一部となっているため

等で使用し、有効活用している。 I仕分け作業に時間を要する物資については、順次処分を

しかし、食料品以外の備蓄物資については、使用期限 |進めていく。

やメーカーが推奨する期限が切れているものが一部見受

けられたことから、使用できないものは速やかに処分す

るよう努められたい。

(その 3)

(1)措置通知があった年月日

(2) 措置を講じた部局等

令和 2年 9月16日

市立病院事務局

(3) 監査結果の公表年月日 令和 2年4月13日(令和 2年監査公表第6号)

(4) 監査の結果及び措置の内容

監査の結果(指摘事項等) 措置の内容(改善等内容)

応急用医療資機材等について

緊急医薬品等医療セットについて、使用期限が切れて 緊急医薬品等医療セットについて検討した結果、災害

いるものが一部見受けられた。使用期限が切れて使用で 発生時には医療現場の拠点となる病院内で医療行為にあ

きないものは速やかに処分するとともに、種類や数量に たるため、セットを活用するのではなく、在庫保管して

ついて見直しを検討されたい。 いる薬剤等を活用するように見直した。なお、使用期限

が切れているセットについては処分を行った。

公営企業告示

⑨金沢市公営企業告示第31号

金沢市ガス供給条例(昭和60年条例第48号)第20条の 3第 1項(金沢市ガス供給に関する規程(昭和60年公営企業

管理規程第 5号)第27条第7項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づき、調整単位料

金を算定したので、同条例第20条の 3第3項の規定により、次のとおり告示します。

令和 2年10月12日
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金沢市公営企業管理者 平

1 令和 2年6月1日から同年8月31日までの原料の平均価格等

(1) 1トン当たり液化天然ガス平均価格 39， 770円

(2) 1トン当たり液化プロパン平均価格 38， 000円

(3) 1トン当たり平均原料価格 39， 820円

令和2年(2020年)10月12日第3020号

嶋 正 実

2 原料価格変動額 49， 700円

算式 89， 530円(1トン当たり基準平均原料価格) - 39，820円(1トン当たり平均原料価格) = 49，700円(100

円未満切捨て)

3 1立方メートル当たり調整単位料金の額

算式基準単位料金の額-49，700円(原料価格変動額) / 100円XO.082円

この結果、令和 2年11月1日から同月 30日までに検針する分に適用される調整単位料金の額は、基準単位料金の

額から40.76円を減算した額になります(小数点第3位以下切上げ)。

⑨金沢市公営企業告示第32号

金沢市液化石油ガス供給条例(昭和63年条例第 5号)第20条の 3第 1項の規定に基づき、調整単位料金を算定した

ので、同条第3項の規定により、次のとおり告示します。

令和 2年10月12日

金沢市公営企業管理者 平

l 令和 2年6月1日から同年8月31日までの平均原料価格

1トン当たり 38，000円

2 原料価格変動額 48， 300円

算式 86， 340円(1トン当たり基準平均原料価格) - 38，000円(1トン当たり平均原料価格) = 48，300円(100

嶋 正 実

円未満切捨て)

3 1立方メートル当たり調整単位料金の額

算式 基準単位料金の額-48，300円(原料価格変動額) / 100円XO.204円

この結果、令和 2年11月1日から同月 30日までに検針する分に適用される調整単位料金の額は、基準単位料金の

額から98.54円を減算した額になります(小数点第3位以下切上げ)。

J、.. 0';5'1 .t.、 昔量 /.¥ とtニ
A 邑 ι 果 A 同

金沢市指定給水装置工事事業者規程(平成9年公営企業管理規程第12号)第6条の規定により次の指定給水装置工

事事業者から給水装置工事の事業を廃止した旨の届出があったので、同規程第9条第3号の規定により公告します。

令和 2年10月12日

金沢市公営企業管理者 平 嶋 正 実

指定番号 商号又は法人名 営業所の所在地 廃止年月日

351 有限会社田淵工業 羽咋郡志賀町米町タ26番地 5 令和 2年9月25日

87 有限会社東和設備 金沢市北町丁121番地 3 令和 2年9月29日

232 山下設備 金沢市御所町寅57番地 3 令和 2年9月29日

327 田中水管 金沢市観音堂町ル26番地3 令和 2年9月29日

341 毎回建設株式会社 金沢市舘町ヌ 6番地 令和 2年9月29日

357 株式会社スズキケンショウ 金沢市尾張町2丁目 9番目号 令和 2年9月29日
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